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◎群馬県告示第２２４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 沼田大間々線 沼田市白沢町岩室字奥崎１
１１９番の１地先から同市
利根町日向南郷字西平３９
番の７地先まで 

前 ７．８～３０．２ ２４０．０ 

後 ２２．４～３６．９ ２４０．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第２２５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 沼田大間々線 沼田市白沢町岩室字奥崎１１１９番の１地先から同
市利根町日向南郷字西平３９番の７地先まで 

令和７年１０月２４日 

 

 

 

◎群馬県告示第２２６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 松井田軽井沢
線 

安中市松井田町横川字柵の
内５２４番の２地先から同

前 ５．４～１８．９ 
３．９～３０．０ 

８６．８ 
１０１．８ 

■ 告  示 
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市同字川久保５３３番の３
地先まで 

後 ５．８～１８．９ 
３．９～３０．０ 

２４．２ 
１０１．８ 

 

 

 

◎群馬県告示第２２７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 境木島大間々
線 

伊勢崎市東町２６０４番の
８地先から同市同２６０５
番の４地先まで 

前 ７．０～８．２ ４０．８ 

後 ８．２～２０．２ ４０．８ 

 

 

 

◎群馬県告示第２２８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 小平塩原線 みどり市大間々町小平１２
７３番の１地先から同市同
１２６５番の１地先まで 

前 ５．０～８．１ ７３．７ 

後 ７．３～１１．５ ７３．７ 

 

 

 

◎群馬県告示第２２９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１０月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 路線名 区   間 供用開始の期日 
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種 類 

県道 小平塩原線 みどり市大間々町小平１２７３番の１地先から同市
同１２６５番の１地先まで 

令和７年１０月２４日 

 

 

 

◎群馬県告示第２３０号 

車両制限令第３条第４項の規定による指定の告示（令和元年群馬県告示第８９号）の一部を次のように改正し、

令和７年１０月２７日から施行する。 

令和７年１０月２４日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１の表一般国道３５４号の項中「伊勢崎市境三ツ木字越戸８６番４地先」を「高崎市下斎田町３７９番の４地先

（高崎玉村スマートインターチェンジ）」に改め、同表一般国道４０７号の項中「太田市西矢島町５７８番の４地

先」を「太田市飯田町１６３２番地先」に改め、同項の次に次のように加える。 
 

一般国道４６２号 伊勢崎市八斗島町１５８９番の６地先から同市ひろせ町４０８８番の１４地先まで 

県道前橋館林線 伊勢崎市境上渕名字神谷１４１０番の１地先から太田市藤阿久町９１５番の４地先ま
で 

 

１の表県道足利伊勢崎線の項に次のように加える。 
 

太田市上強戸町１４８４番の１地先から同市新田嘉祢町３４番地先まで 

 

１の表県道足利伊勢崎線の項の次に次のように加える。 
 

県道藤岡大胡線 佐波郡玉村町大字下新田字七街南区５８２番の２地先から同郡同町大字福島４３５番
の３地先まで 

県道大間々世良田
線 

太田市大原町２１６６番の１地先から同市新田金井町２４２番の１地先まで 

県道総社石倉線 前橋市大渡町１丁目２２番の１１地先から同市石倉町３丁目６番の１地先まで 

 

１の表県道綿貫倉賀野停車場線の項の次に次のように加える。 
 

県道綿貫篠塚線 佐波郡玉村町大字下新田字七街南区５８２番の２地先から同郡同町大字川井２０６８
番の２地先まで 

 

１の表に次のように加える。 
 

県道大原境三ツ木
線 

太田市大原町２１５１番の２７地先から同市大久保町２２０３番の９地先まで 

県道鳥山竜舞線 太田市藤阿久町９１５番の４地先から同市飯田町１６３２番地先まで 

 

２中「令和元年７月３１日」を「令和７年１０月２７日」に改める。 

３を次のように改める。 

３ 通行方法 次の通行方法によらなければならない。 

(1) 交差点における左折又は右折に当たっての誘導 
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ア 次の表の第１欄の道路から第２欄に所在する交差点を左折して第３欄の道路に入るときは、他の車両等

（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１７号に規定するものをいう。）又は自転車

（以下単に「他の車両等」という。）との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテナ車及び他

の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならない。 
 

第１欄 第２欄 第３欄 

県道大間々世良
田線 

太田市新田金井町（新田金井町十字路交差
点） 

県道前橋館林線 

県道大間々世良
田線 

太田市新田嘉祢町（新田嘉祢町交差点） 県道足利伊勢崎線 

県道総社石倉線 前橋市大渡町１丁目２２番１１地先 前橋市道１７－１５５号線 
 

イ 次の表の第１欄の道路から第２欄に所在する交差点を右折して第３欄の道路に入るときは、他の車両等と

の衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置

しておかなければならない。 
 

第１欄 第２欄 第３欄 

県道大間々世良
田線 

太田市新田嘉祢町（新田嘉祢町交差点） 県道足利伊勢崎線 

 

(2) 橋等の通行方法 

橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路（高速自動車国道を除く。）を通行する場合にあっては、

徐行するとともに、一の径間の一の車線において限度超過車両（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４７

条の２第１項に規定する車両をいう。）又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意し

て通行しなければならない。 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和７年１０月２４日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

嬬恋 理 事 再 任 黒岩勲 吾妻郡嬬恋村大字干俣１５２７番地 

 同   同  黒岩宗久  同  同 大字大笹３６９番地 

 同   同  滝沢厚男  同  同   同  １５０８番地 

 同   同  佐藤好夫  同  同   同  ３４４９番地の２０４ 

 同   同  宮﨑実  同  同 大字大前３０５番地 

■ 公  告 
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 同   同  滝沢睦広  同  同 大字門貝２２２番地 

 同   同  滝沢稔  同  同   同  ２３８番地 

 同   同  佐藤鈴江  同  同 大字鎌原５５６番地４ 

 同   同  佐々木章成  同  同 大字今井１２８７番地４６ 

 同   同  熊川榮  同  同   同  １５６８番地１３６１ 

 同   同  滝沢富次男  同  同   同  １５６８番地の２６６ 

 同  新 任 松本巧  同  同 大字田代３７番地の２ 

 同   同  橋詰達也  同  同   同  １０９番地 

 同   同  滝沢勝彦  同  同   同  １３０６番地の３ 

 同   同  羽生田光  同  同 大字干俣１４５９番地 

 同   同  黒岩正人  同  同   同  １７８７番地の１ 

 同   同  田村隆吉  同  同 大字大笹３１３番地 

 同  退 任 松本兼久  同  同 大字田代７２番地 

 同   同  黒岩元康  同  同   同  ９８番地 

 同   同  黒岩英喜  同  同   同  甲７９４番地の２ 

 同   同  干川力  同  同 大字干俣１４９７番地 

 同   同  佐藤忠彦  同  同   同  ２４０７番地１５３ 

 同   同  黒岩弘  同  同 大字大笹１６５７番地の３ 

監 事 再 任 干川喜義  同  同 大字干俣１８７６番地１ 

 同  新 任 戸部真喜男  同  同 大字田代５２番地１ 

 同  同 黒岩正行  同  同 大字大笹２２９２番地３ 

 同 退 任 滝沢勝彦  同  同 大字田代１３０６番地の３ 

 同  同 黒岩康利  同  同 大字大笹１７７１番地 
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